
今後の進め方について 

 

 

６月２０日（水） 

・これまでの議論の整理 

 

・「保護」についての議論（ユースケースごとの検討を含む） 

（個人情報保護法の特例としての医療特別法の側面） 

 

６月下旬 

 ・関係者ヒアリング 

 

・「利活用」についての議論（医療等の情報の連携基盤についての議

論を含む） 

（マイナンバー法の特例としての医療特別法の側面） 

 

 

７月下旬 （必要に応じて回数を追加） 

 

 

８月下旬～９月上旬 報告書案について２～３回程度 

資料４ 


